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令和４年西東京市教育委員会第３回定例会議事日程 

 

             日 時  令和４年３月13日（日）午後２時から 

             場 所  田無第二庁舎４階 会議室 

 

第 １ 議席の指定 

第 ２ 会議録署名委員の指名 

第 ３ 議案第７号 令和４年度西東京市公立学校の副校長人事の内申についての専決

処分について 

第 ４ 議案第８号 西東京市立小・中学校学校運営協議会委員の任命について 

第 ５ 報 告 事 項 「第15回縄文の森の秋まつり」実施報告 

第 ６ そ の 他  
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           令和４年第３回定例会 

               （３月13日） 
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              午 後 ２ 時 00 分 開 会 

議事の経過 

○木村教育長 ただいまから令和４年西東京市教育委員会第３回定例会を開会いたします。 

 これより直ちに本日の会議を開きます。 

 本日は新型コロナウイルス感染症への対応として、各委員が会場に設置しているオンライ

ン会議システムに接続し、参加したことをもって出席とすることにしたいと思いますが、御

異議ございませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○木村教育長 御異議なしと認めます。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━       

○木村教育長 日程第１ 議席の指定を行います。 

 本日はオンライン会議システムを活用した会議としておりますので、委員の議席はただい

ま御着席の席及び会場のオンライン会議システムへの表示をもって議席として指定いたしま

す。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━       

○木村教育長 日程第２ 会議録署名委員の指名を行います。本日は山田委員にお願いしたい

と思いますが、御異議ございませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○木村教育長 それでは、本日は山田委員にお願いいたします。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━       

○木村教育長 次に、秘密会にて取り扱う議題を決定したいと存じます。 

 日程第３ 議案第７号 令和４年度西東京市公立学校の副校長人事の内申についての専決

処分については、人事に関する案件であることから、西東京市教育委員会会議規則第13条第

１項ただし書きの規定に基づきまして会議を秘密会とし、日程第６ その他の後に開催した

いと思いますが、御異議ございませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○木村教育長 御異議ないようですので、ただいまの案件については秘密会にて取り扱うこと

と決定いたしました。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━       

○木村教育長 日程第４ 議案第８号 西東京市立小・中学校学校運営協議会委員の任命につ

いて、を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○掛谷教育企画課長 議案第８号 西東京市立小・中学校学校運営協議会委員の任命について、

の提案理由を説明申し上げます。 

 本議案につきましては、西東京市立小・中学校学校運営協議会委員の任命について、各学

校長より御推薦いただきました委員の任命を行うものでございます。 

 令和４年度は、今年度モデル校でございましたけやき小学校と明保中学校を含め、小学校

３校、中学校４校、合計７校に学校運営協議会を設置する予定としてございます。小学校は

保谷第二小学校、谷戸小学校、けやき小学校の３校、中学校は田無第二中学校、ひばりが丘
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中学校、柳沢中学校、明保中学校の４校になります。 

 恐れ入りますが、資料を１枚おめくりいただきまして、資料の２枚目から８枚目が各学校

の学校運営協議会委員の名簿になってございます。西東京市学校運営協議会規則におきまし

て、委員は10名以内で学校長の推薦により任命することとしてございます。委員の氏名及び

区分につきましては、資料記載のとおりでございまして、任期は令和４年４月１日から令和

５年３月31日までとなります。 

 私からの説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し

上げます。 

○木村教育長 説明が終わりました。質疑を受けます。 

○今井委員 委員の任命について、最初に委員になられた方というのは大切だと思うのですけ

れども、以前いただいたこの冊子、見えますか━━とかを委員の方に配付して、この内容を

もとに説明というか、研修をしてから始めるというようなことは予定していますか。 

○掛谷教育企画課長 手引につきましては、学校のほうから各委員のほうにお渡しいただくこ

とで御説明させていただいてございます。私どものほうで個々に研修会というのは、今のと

ころ予定していないところでございます。ただ、事務局といたしまして、学校運営協議会、

会議開催のときには会議に参加させていただいて会議の運営支援等を行っていく中で、こう

いった形で進めてまいりたいと思っておりますので、そのような形で支援してまいりたいと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○今井委員 ありがとうございました。 

○服部委員 以前から申し上げているのですが、校長先生の任命ということで、多分こういっ

た活動が始まるときにはもう十分に実績のある方というか、これまで育成会等々で関わって

きた方が多いと思うのですが、形ができあがって回転していく中で、例えば校長先生が何年

かでお代わりになったときに地域の御事情などをまだ御存じなくて、又聞き的な情報だった

り御推薦だったりということも出てくると思いますので、やはり新しくこういうことをする

ときにはどこかで、別に全員を集めてとかでなくても、各校最低これだけの研修はというこ

とを教育委員会として、社会教育課かもしれませんが、定めておかれたほうが。ほぼボラン

ティアに近い活動でボランタリーな活動をしてくださっているだけに、何かを申し上げるの

が立場的に難しいというか、雇用主と被雇用者の関係じゃない地域のことですので、何かそ

ういったことははっきりと作っていかれたほうがいいと思いますが、いかがでしょうか。 

○掛谷教育企画課長 人事異動等もございますので、そういったところも含めて継続的にこう

いった地域活動と学校がうまく回るような仕組みとして、今回、コミュニティ・スクール、

また地域学校協働活動を実施しているものでございます。 

 お話しいただきましたように、新しい委員の方に対するというところでございますけれど

も、今現在のところ、個別に研修というところは予定してございませんけれども、基本的に

は既に学校運営連絡協議会ですとか、学校の評価ですとか、そういった地域の方、御協力い

ただいている方を中心に取組を少し発展させるようなイメージで、今回進めさせていただい

てございます。 
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 今後は全く新しい方ですとかをどういった形で見つけていくかというようなところにつき

ましては、研修等も含めて学校と調整しながら取組を考えていきたいなというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

○服部委員 言わずもがなだと思うのですが、やはり今、本当にいろいろな方がいらっしゃい

まして、子どもたちは親しんでいく中で信用してとても親しくなってしまうので、そういう

ことも含めて。いつも誰かがちょっと慎重に見守っている人が必要だと思います。なので、

企業でしたら必ずある様々なハラスメントの問題ですとか、そういったことを今後も気をつ

けていただけたらいいなと思います。 

 あと、学校ということですので、何かとてもいいことがあってやりたいことがあっても、

やはり学校教育との兼ね合いとかもよくわかっていただくということを最初に学んでおかれ

ると、活動もやりやすいかなと思って申し上げました。 

 以上です。 

○掛谷教育企画課長 具体的な活動で子どもと接する部分というところは、やっぱりいろいろ

考えていかなければいけないところがございますので、こういったコミュニティ・スクール、

いわゆる学校運営協議会ですとか、その先の地域学校協働活動ですね、学校応援団等もござ

いますが、そういったところを活動でいろいろな方に参加いただくことになるかもしれませ

んので、そういった際には注意事項をまとめるとか、少し考えていきたいなというふうに思

います。 

 以上でございます。 

○服部委員 ありがとうございました。 

○木村教育長 では、ただいま服部委員からの御意見という形で受けとめて、今後も対応して

いきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ほかに質疑はございませんか。━━質疑を終結します。 

 人事に関する案件ですので、討論を省略いたします。 

 これより議案第８号 西東京市立小・中学校学校運営協議会委員の任命について、を採決

いたします。原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

       〔賛成者挙手〕 

 全員賛成。よって、本議案は原案のとおり可決されました。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━       

○木村教育長 日程第５ 報告事項に入ります。 

 「第15回縄文の森の秋まつり」実施報告、説明をお願いいたします。 

○和田社会教育課長 私からは、「第15回縄文の森の秋まつり」実施報告、について説明いた

します。 

 国史跡下野谷遺跡の価値と魅力を広く周知するとともに、文化財を活用した地域活性化の

取組を推進することを目的として、市民団体及び地元商店会などの御協力のもと実施してい

るものでございます。第15回目を迎えることとなりました今年度は、動画配信によるオンラ

イン形式での実施といたしました。 
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 ３の主な内容といたしましては、（３）の東京都埋蔵文化財センターの職員の方による下

野谷遺跡から出土した土器の説明や、（５）にあります、考古学を学ぶ大学生の有志による

まがたまづくりや火おこしの体験などを行いました。また、（９）で総合型地域スポーツク

ラブに参加している児童によるしたのや縄文体操の披露を行いました。 

 ４の参加団体といたしましては、20団体の御協力をいただきました。 

 ５の実施の様子でございますが、下野谷遺跡の整備が完了したエントランスゾーンをメイ

ン会場として行いました。 

 ７の実施の成果といたしましては、15動画を公開し、合計約2,000回の御視聴をいただき

ました。動画につきましては参加者からの要望もあり、公開期間終了後も引き続き視聴でき

るようにいたします。また、体験キットの配布につきましては予想を超える数の配布を行う

ことができ、これまで下野谷遺跡と接する機会の少なかった市民の皆様にも遺跡を知るきっ

かけとなったと考えております。 

 今後も引き続き地域の皆様の御協力を得ながら、下野谷遺跡を活用した様々な取組を進め

てまいります。 

 説明は以上です。 

○木村教育長 説明が終わりました。質疑を受けます。 

○今井委員 この動画を私も見させていただいて、素敵な内容が詰まっていてとてもいいなと

思ったのですけれども、したのや縄文体操は西東京市のオリジナルのものなのかなというふ

うに思ったのですが、例えば市立小・中学校全体で、こういうものにも授業で触れる機会が

あったらいいななんていうふうに思ったのですけれども、例えば年１回１時間の枠でもいい

ので、覚えるとかじゃなくて、ちょっとこういうのをやってみようみたいな、触れてみよう

みたいなことだったりとか、あと、小学３年生は社会で西東京市の勉強をしますよね。なの

で、そのときにちょっと触れてみるとか、何かそういうのがあったらいいななんて思ったん

ですけれども、いかがでしょうか。 

○和田社会教育課長 貴重な御意見ありがとうございます。 

 まず、したのや縄文体操ですけれども、遺跡のすぐそばにある東伏見小学校と特に連携し

ておりまして、運動会ですとか体育の時間に縄文体操を行っている状況です。今後ですけれ

ども、そういった学校教育との連携についてはもう少し進めていきたいと考えておりますの

で、縄文体操を含めた様々な取組をほかの学校にも紹介していきたいと考えております。 

 以上です。 

○今井委員 ありがとうございます。東伏見小では既にやられているということで、せっかく

あるものなので市内全体に広がっていくといいなというふうに思っています。よろしくお願

いします。 

○木村教育長 ほかに質疑はございませんか。━━質疑を終結します。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━       

○木村教育長 日程第６ その他、を議題といたします。教育委員会全般についての質疑をお

受けします。━━質疑を終結します。 

 以上でその他を終わります。 
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     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━       

○木村教育長 日程第３ 議案第７号 令和４年度西東京市公立学校の副校長人事の内申につ

いての専決処分については、人事に関する案件であることから、先ほど決定しましたとおり、

会議を秘密会とさせていただきます。 

 恐れ入りますが、関係者以外の方は退席をお願いいたします。 

 それでは、暫時休憩といたします。 

             午 後 ２ 時 17 分 休 憩 

             午 後 ２ 時 21 分 再 開 

○木村教育長 休憩を閉じまして会議を再開いたします。 

 以上をもちまして令和４年西東京市教育委員会第３回定例会を閉会します。ありがとうご

ざいました。 

             午 後 ２ 時 22 分 閉 会 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━       
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